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児身 知 精

身 知 精

…身体障がい者　　　…知的障がい者
…精神障がい者　　　…難病等対象者
…障がい児

身 知

児
精 難

対　　象 手続窓口お問い合せ窓口適　　用　　条　　件
身体障害者手帳を所持する方がいる世帯で、かつ、世帯構
成員全員が市町村民税（特別区民税含む）非課税の場合

ＮＨＫ放送受信料
問い合わせ

平日、土日祝とも
9:00～18:00
ＴＥＬ
0570-077-077

NHKオンライン
サービス
https://
www.nhk-cs.jp/
jushinryo/

身体・療育・
精神障害者
保健福祉手帳
の交付を受け
た方

※福岡市内の
各区役所福祉・
介護保険課
及び健康課

戦傷病者手帳の
交付を受けた方
福岡県庁福祉労
働部保護援護課

全
　
額
　
免
　
除

半
　
額
　
免
　
除

市町村民税非課税の
身体障がい者

視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者
手帳を所持する方が、世帯主で受信契約者の場合視覚・聴覚障がい者

所得税法または地方税法に規定する特別障害者の
うち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神
保健福祉センターまたは精神保健指定医により重
度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信
契約者の場合

重度の身体障がい者 身体障害者手帳を所持する障害等級が重度（１級または２級）の方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の知的障がい者

精神障害者保健福祉手帳を所持する障害等級が重
度（１級）の方が、世帯主で受信契約者の場合重度の精神障がい者

戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症か
ら第１款症の方が、世帯主で受信契約者の場合重 度 の 戦 傷 病 者

所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉
センターまたは精神保健指定医により知的障害者と
判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員
が市町村民税（特別区民税含む）非課税の場合

市町村民税非課税の
知的障がい者

精神障害者保健福祉手帳を所持する方がいる世帯で、
かつ、世帯構成員全員が市町村民税（特別区民税含
む）非課税の場合

市町村民税非課税の
精神障がい者

ふ
れ
あ
い
案
内
対
象
者
（
１
０
４
番
号
の
無
料
対
象
者
）

手帳の種類　　　　　　　　区　　分　　　　 　  等　級

身体障害者手帳

視覚障がい

聴覚障がい

音声機能、言語機能又は
そしゃく機能の障がい

第２項症・
　第４項症

全
　
額
　
免
　
除

ふれあい案内のご登録の
お申し込み、お問い合せ
は、以下のフりーダイヤ
ルへご連絡ください。
電話によるお問い合わせ
フリーダイヤル
０１２０-１０４１７４（全国共通）
ＦＡＸによるお問い合わせ
フリーダイヤル
０１２０-１０４１３４（全国共通）
受付時間
午前９時から午後５時
(土日・祝日及び年末年始
（12/29から1/3）を除く)
※ＦＡＸによるお問い合わ
せに関する注意事項
お客様のお名前と連絡先
ＦＡＸ番号を用紙に記載
して、送信してください。
(ご利用になる前に事前登
録が必要です）

視力の障がい

上肢障がい

手帳をお持ちの方

手帳をお持ちの方

肢体不自由(上肢、体幹、乳
幼児期以前の非進行性の脳
病変による運動機能障がい)

精神障害者保健福祉手帳

療　育　手　帳

戦傷病者手帳
聴覚障がい

音声機能、言語機能又は
そしゃく機能の障がい

１～６級

２･３･４･６級
(１･５級はなし)

３･４級
(１･２級はなし)

１～２級

特別項症～
　第６項症

特別項症～
　第２項症

第１･２･４
　　　項症

※ふれあい案内の利用は、
NTT西日本及びNTTの
104をご利用いただける
通信業者の回線
（携帯電話を含
む）から、104を
ダイヤルした場
合が対象です。

 ＮＨＫ放送受信料

 ＮＴＴ電話番号案内料
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自動車税
（種別割）
自動車税
（環境性能割）
軽自動車税
（環境性能割）

自
動
車
税（
種
別
割・環
境
性
能
割
）・軽
自
動
車
税（
環
境
性
能
割
）

下記に示す障がい者本人や障がい者と生計を同じ
くする人が運転する場合、または､障がい者等のみ
で構成される世帯の車を常時介護者が運転する場
合で、もっぱら当該障がい者の通院・通学等のた
めに使用される場合。

減免
減免額に上限
があります

自動車税
（種別割）
自動車税
（環境性能割）
軽自動車税
（環境性能割）
→県税事務所
(注)療育手帳に
｢Ｂ｣のみ記載さ
れている場合は、
障がい者更生相
談所又はこども
総合相談センター
にご相談くだ
さい。

障がい者本人が自分の車を運転する場合　　　　　　　左記以外の場合

障がい者本人が自分の車を運転する場合　　　　　　　左記以外の場合

視 覚 障 が い…２級の３・２級の４
　　　　　　　　３級の３・３級の４
聴 覚 障 が い…２級・３級
平衡機能障がい…３級
音声機能障がい…３級
上肢不自由………１級・２級
下肢不自由………１級～６級
体幹不自由………１級～３級・５級
　　　　　　　　  …上肢機能１級・２級
　　　　　　　　  …移動機能１級～６級
内部機能障がい………１級～３級
療育手帳Ａ及びＢ１（注）
精神障害者保健福祉手帳１級
戦傷病者手帳の交付を受けている人で
一定の人

１級～３級・４級の１

２級・３級
３級
３級
１級・２級
１級～４級
１級～３級
上肢機能　１級・２級
移動機能　１級～４級
１級～３級
療育手帳Ａ及びＢ１（注）
精神障害者保健福祉手帳１級
戦傷病者手帳の交付を受けている人で一定の人

乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による運動
機能障がい

乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による運動
機能障がい

軽自動車税
（種別割）

下記に示す障がい者本人や障がい者と生計を同じ
くする人が運転する場合、または､常時介護者が運
転する場合で、もっぱら当該障がい者の通院・通
学等のために使用される場合。

減免

軽自動車税（種別割）
(原付等の二輪を含む)
→資産課税課
　軽自動車税係
 （博多区役所9階）

(注)療育手帳に
｢Ｂ｣のみ記載さ
れている場合は、
障がい者更生相
談所又はこども
総合相談センター
にご相談くだ
さい。

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

視 覚 障 が い………１級～３級・４級の１
聴 覚 障 が い………２級・３級
平衡機能障がい………３級
音声機能、言語機能又は
そしゃく機能の障がい………３級
上肢不自由………１級・２級
下肢不自由………１級～４級
体幹不自由………１級～３級
　　　　　　　　　上肢機能　１級・２級
　　　　　　　　　移動機能　１級～４級
内部機能障がい………１級～３級
療育手帳Ａ及びＢ１（注）
精神障害者保健福祉手帳１級
戦傷病者手帳の交付を受けている人で一定の人

身体障害者手帳の交付を受けている人
療育手帳Ａ及びＢ１（注）
精神障害者保健福祉手帳１級
戦傷病者手帳の交付を受けている人で
一定の人

種　類　　　　　　　　　　　 内　　　　容 　　　　　　　　　　　   金　　額　　　    窓　　口

種　類　　　　　　　　　　　 内　　　　容 　　　　　　　　　　　   金　　額　　　    窓　　口

 自動車税（種別割・環境性能割）・軽自動車税（環境性能割）

 軽自動車税（種別割）

14 税の控除・減免
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心身障がい者団体が
指定の郵便局から発
行する定期刊行物

①点字郵便物
②特定録音物等郵便物（注２）

心身障がい者用ゆうメール（注３）

聴覚障がい者用ゆうパック
（ビデオテープ）（注４）
点字ゆうパック

毎月３回以上発
行する新聞紙

上記以外

50gまで
50gを超える１㎏まで50g毎に
50gまで
50gを超える１㎏まで50g毎に

３㎏まで

150gまで92円　250gまで110円　500gまで150円
１㎏まで180円 ２㎏まで230円　３㎏まで310円

 60サイズ100円　 80サイズ210円　100サイズ320円
120サイズ420円　140サイズ520円　160サイズ630円
170サイズ730円

８円
３円増
15円
５円増

無料

身体障害者手帳１級・２級、療育手帳「Ａ」または「１度、２度」の障がい
者の人は、最寄りの郵便局へ申し出れば、通常郵便葉書(無地)、通常郵便葉
書(インクジェット紙)、通常郵便葉書（くぼみ入り）、胡蝶蘭葉書（無地）、
胡蝶蘭葉書（インクジェット紙）のいずれかから１種類１人20枚をお選びい
ただけます。(無料)
お申込みは年に１回で、今年度は６月２日（月）までで受付を終了しております。

区　　分　　　　 　　　   内　　　　容　　　　　　　　　重　　　量　　　　　料　金

第　 ４  　種

心身障がい者用
低料第３種
(注1）

ゆうパック

ゆうメール

青い鳥郵便葉書
（63円の通常葉書）

身 知 児

身 知 精

 携帯電話の基本使用料の割引
　加入の携帯電話により、障がい者手帳をお持ちの人に使用料の割引を実施している場合があります。
　●お問い合わせ先………各加入契約業者(ＮＴＴドコモ・au・ソフトバンク等）

郵便料金
［窓　　口］各郵便局

注１）心身障がい者用低料３種の差出しは、定期刊行物提出局または差出しの承認を受けた郵便局に限る。
注２）盲人用録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設
　　　(日本郵便株式会社が指定するものに限ります｡）から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるに限る。
注３）図書館法第２条第１項に規定する図書館（日本郵便株式会社に届出をしたものに限ります｡）と身体に重度の障がいがある者
　　　又は知的障がいの程度が重い者との間に郵便による図書の閲覧のために発受するものに限る。
注４）聴覚障がい者の福祉を増進することを目的とする施設（日本郵便株式会社が指定するものに限ります｡）と聴覚障がい者との
　　　間に郵便によるビデオテープその他録画物（DVDなど）の貸出し又は返却のために発受するものに限る。　　

 J:COM(ジェイコム)ハートフルプラン
［内　　容］身体障害者手帳などをお持ちのご本人、またはご本人と同居し扶養されている

ご家族は割引を受けることができます。
［対　　象］次のいずれかをお持ちのご本人、または本人と同居し扶養されているご家族
　　　　　　身体障害者手帳（1級・2級）、療育手帳（最重度、重度、中度）
　　　　　　精神障害者保健福祉手帳（1級）
［窓　　口］・J：COMカスタマーセンター
　　　　　　　0120-999-000（受付時間AM9：00～PM6:00）年中無休
　　　　　　※発信者番号を非通知にされている場合は、0120の前に「186」を付けて
　　　　　　　お電話ください。
　　　　　　※弊社は提供するテレビ、ネット、スマホ、でんき、およびこれらの不随サー
　　　　　　　ビス、その他のJ：COMサービスをご案内することがあります。
　　　　　　・ホームページ　https://www.jcom.co.jp/service/heartful_pack/
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